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   令和４年１０月改正 

   キャリアアップ助成金 

 

 

◆正社員化コースに大きな変更点があります 

 この助成金は９年前に創設された助成金で

す。今まで正社員化コースを申請していた企

業が昨年までと同様に支給申請しても審査で

通らず、不支給となる事態が発生しそうです。

十分ご注意ください。 

 

◆令和４年１０月１日以降の転換に適用 

①大きな変更点は、転換対象となる正社員の

条件が厳しくなります。 

・現行……同一の事業所内の正社員に適用

される就業規則が適用されている社員 

・改正後……上記社員のうち「賞与又は退職

金の制度」かつ昇給が適用されている社員 

 今までは、正社員に転換した後の労働条件

通知書で「賞与」「昇給」が「有」となっていなく

ても助成金は支給されていました。 

 しかし令和４年１０月１日以降に転換される

正社員については「賞与又は退職金」かつ

「昇給」が労働条件通知書で「有」になってい

ないと助成金は支給されません。就業規則に

もいつ支給するのか明示されている必要があ

ります。 

 「賞与」と「退職金」の両方ない会社が「退職

金を新設するのは資金繰り上難しいと思われ

ますので、「賞与」「昇給」の組み合わせを選

択される企業が多いと予想されます。 

 

②非正規雇用社員の定義が変更されます。 

・現行……６か月以上雇用している有期又は

無期雇用社員 

・改正後……賃金の額又は計算方法が「正社員と異

なる雇用区分の就業規則」の適用を６か月以上受け

て雇用している有期又は無期雇用社員 

 今までは非正規社員の定義があいまいであったの

で、転換前６か月の有期雇用社員又は無期雇用社

員の間に「正社員とは異なる雇用区分」の就業規則

等が適用されていることが転換の条件になりました。

したがって令和４年１０月１日以降に正社員に転換す

る場合、令和４年４月１日から「正社員と異なる雇用区

分の就業規則」の適用を受けている必要があります。

ここを正社員と同じ雇用区分の就業規則を適用する

と不支給になる可能性があります。対策として正社員

用と別に非正規社員用の就業規則を作成しそれが

正社員とは異なる雇用区分であるとしておくことです。

もちろん２つに分けるだけでなく両者の違いが判る賃

金体系にする等の変更が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


